
後期高齢者支援金の減算対象保険者となりました！
　後期高齢者支援金は、各保険者の特定健康診査・特定保健指導の実施率や加入者の健康の保
持増進のために必要な事業の実施状況等によって、加算（ペナルティ）または減算（インセンティブ）
の対象となります。
　令和 5 年度に組合員及び被扶養者の皆さまが受診した特定健康診査・特定保健指導の実績等か
ら、当組合は後期高齢者支援金の減算対象組合となったため、令和 8 年度に精算する令和 6 年度
分の後期高齢者支援金が減算されることとなりました。

総合評価指標の点数と減算率 公務員共済組合 全保険者

127／ 200 点
約 0.174％

122/200 点
約 0.225％ 4 位

／ 84 組合
139 位

／ 1,458 組合
令和5年度 令和6年度

生活習慣病の早期発見・早期治療につなげるため、
これからも特定健康診査・特定保健指導の受診にご協力ください！

　令和7年度の立替金が増加していることから、令和8年度においても増加を見込みました。
　遺族付加年金“きずな”の加入者数は次のとおりです。毎年5月から7月に募集を行いますので、ぜひ加
入をご検討ください。

物資立替件数及び立替金の推移

R6

立替金（千円）

R7見込 R8推計 （年度）

件数（件）

583,601 599,165 644,486

649 645

684
区分 組合員 配偶者 こども 合計

遺族付加年金“きずな” 6,254 1,773 1,201 9,228
普通傷害保険 6,254 664 630 7,548
きずなプラス 5,708 1,538 - 7,246

入院保険 3,170 444 312 3,926
医療保険 2,889 376 247 3,512

重病支援給付 3,274 482 - 3,756
長期療養給付 1,047 - - 1,047
生活応援給付 456 33 - 489

積立年金プラン 358 - - 358

令和8年1月遺族付加年金“きずな”加入者数 （単位：人）

物資経理 指定店から組合員とその家族が必要とする生活必需物資を供給することを目的としています。
また、組合員とその家族の病気や不慮の事故に備えた生命保険、損害保険も取り扱っています。
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